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平成２３年度 

第３回福島町議会基本条例に関する諮問会議 

平成２３年１１月１２日（土曜日） 

 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎諮問会議委員（５名） 

 諮問会議会長  今 河 敏 行      諮問会議委員  金 澤 富士子 

 諮問会議委員  要 田   東      諮問会議委員  吉 田 善 男 

 諮問会議委員  神 原   勝（北海学園大学教授） 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎出席議員（３名） 

 議     長  溝 部 幸 基     副  議  長  平 野 隆 雄 

 議会運営委員長  佐 藤 卓 也 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎欠席委員（０名）       

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎職務のため議場に出席した議会事務局職員 

 議会事務局長  石 堂 一 志      議会グループ総括主査  前 田 勝 広 

 議会グループ主事  澤 田 元 気 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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         （開会 １４時５５分） 

 ―――――――――――――――――――― 

○諮問会議会長（今河敏行） 諮問会議の皆さ

ん並びに議員の皆様本当にご苦労様でございます。 

 諮問会議の役も今日で終わるということで、こ

こまでよくたどり着いたなという実感でございま

す。本年最後ですので、よろしくお願いいたしま

す。 

 まず、溝部議長よりごあいさつお願いいたしま

す。 

○議長（溝部幸基） 改めましてこんにちは。 

 大変お忙しい中をご出席いただきまして、どう

もありがとうございます。 

 ９月１日から新しい体制になりまして、その後

先般１０月１日に諮問会議を開催させていただき

ました。任期が変わる状況の中で、基本条例の見

直しをすることになっていますので、今日はその

部分を含めて最終的な答申にまとめていただきた

いと思っております。 

 ９月１日から体制が変わりまして、９月、１０

月の状況が大変議会の方も忙しく、特に常任委員

会の活動回数等を見ますと、もうそろそろ各議員

も疲れてくるのではないかというぐらい毎日のよ

うに会議を開催する状況でございます。 

皆さんご承知と思いますが、１１月４日、７日

で今までの議会報告会を変えて、町民と議員の懇

談会という形で初めて２日間４会場で懇談会を開

催いたしました。予想どおり参加者は少なかった

んですが、吉野地区と日向地区で７名、月崎１地

区が５名、豊浜地区が４名ということの内容でし

た。当初の予定どおり人数が少ない状態で、車座

でやりましょうということの中では予想どおりで

したし、また、今まで議会報告会のような形に参

加されない方の顔も多くありましたので、私は一

定の成果があったのではないかと思います。この

後、来年２月にもう一度２日間４会場で今回のよ

うな形をやりまして、それらの検証を含めて来年

度以降も同じような形で進めていきたいと思って

います。懇談会の内容は、従来の定例会ごとに発

行しています議会だよりを中心に議会の方からお

話をさせていただいて、そして議会からの話の時

間は少なくして、出来るだけ住民の皆さんの方か

ら話を聞く形を取ろうという今回の試みでござい

ます。そういった意味で、参加をした住民の皆さ

んのお話も参考にしていきながら、しっかりと議

会活動を続けていきたいと思っております。 

 議会の方は新しい体制の部分で基本条例の見直

しもしていますが、平成２２年度決算の対忚もあ

りまして、それを受けて行政の事務事業評価も先

般各議員の評価、そして各常任委員会ごとの評価

をまとめて議会全体としての評価を町長部局の方

に提出をさせていただきました。今、３年間の試

行の２年目でして、来年は試行の最終年度になる

わけですが、そこの部分については本格実施に向

けて前段で検討するべきものは検討をしてほしい

旨のお話もしながら、先般提言をした状況でござ

います。 

この後、町の方では新年度から機構再編の予定

をしております。５年から６年前に今のグループ

制の体制に変えまして、そこの部分の反省も含め

て新年度に新しい機構の形の中で対忚することで

検討を進めている状況でございます。 

先般、総務教育常任委員会の中で初めて町側の

考え方が示されまして、ご存知のように大変厳し

い状況です。これは財政的にもそうですが、過疎

化が進む状況の中で定数管理そのものも基本的に

は退職者を不補充する形で進めているわけですが、

特に議会に対する状況としては、福島町のような

５千人から１万人規模の類団の議会事務局の体制

は２名が大体普通の状況でございます。うちは３

名の正職員と会議録の翻訳を含めて対忚する臨時

職員という形なものですから、全国の平均から見

ますと多い議会事務局の体制でありまして、その

部分も指摘事項になりました。多分町の方の考え

方としては最低でも正職員を１名減じてほしいと

いう形のまとめになるのではないかと思います。

そのこともまた懸念材料です。私自身も直接常任

委員会の中で町長に対して質疑を何回か交わしま

して、町長自身の議会の役割の位置づけ等につい

ても質疑が返ってきたんですが、明解な部分があ
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りませんでしたけれども、今ここに至る経緯、国

の流れを含めた地方分権改革から地域主権という

状況の中で、小さい町と言えども大変厳しい背景

がある中での議会対忚を支える事務局のあり方に

ついて、私自身の考え方も示してお話をさせてい

ただきました。最終的には町長の方もその部分に

ついては後ほどということの中でやりましたけれ

ども、その辺も諮問委員の皆さんにはこの議論が

終わった後にでも、また皆さんの方からそれにつ

いての意見を聞かせていただければと思っていま

す。なかなか対住民という部分では議会議員の活

動そのものも見にくい、それを支える議会事務局

の体制もなかなか住民の皆さんには見えにくい部

分だと思います。そういった部分では行政の方と

一律に考えて、人口減少の中では減らすべきだと

いう短絡的な意見も出やすい環境にありますので、

その辺も含めて皆さんの意見を聞きながらご協力

をいただければとお願いをしながら、少し長くな

りましたが開会にあたってのあいさつとさせてい

ただきます。 

今日は一つよろしくお願いいたします。 

○諮問会議会長（今河敏行） ありがとうござ

いました。 

 それでは、次第に従い会議を進めたいと思いま

す。 

 資料の２ページ、１の確認事項。これは前回の

会議で出された意見内容の確認です。この後、資

料の１６ページの２の協議事項において、内容を

精査しますので説明を省略したいと思いますが、

よろしいですか。 

（「よい」という声あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） それでは、１６

ページの２の協議事項、（１）議会基本条例全体

の検討のまとめを行います。 

 それでは、初めに３ページから１４ページまで

の検討シートにより、各①から⑤までの条文内容

から委員意見がありますが、委員意見の確認をし

ていきます。 

 ２番目に１５ページの取り組み状況のまとめを

整理していきたいと思います。 

 それでは、３ページの議会基本条例検討シート

の第２章 議会議員の使命から確認したいと思い

ます。 

 それでは、⑤委員の意見を読み上げたいと思い

ます。 

 どこの議会も討議が活発になっていない。何を

議論するのかをどこかの時点で明らかにし整理す

ることが必要であり、そのため手法を検討すべき

ではないでしょうか。以上の内容になっておりま

す。 

 ご意見をお願いします。 

 溝部議長。 

○議長（溝部幸基） これは意見として当然前

体制の状況の中ではこういうことだったと思うん

ですが、前回の会議で指摘も受けまして、現時点

で何回かやっている常任委員会の部分では少し流

れを整理しようということで、基本的な流れを今

お話するような形に整理をしました。それは、ま

ず第１にテーマに沿って行政側に対する質疑をす

るところから始めまして、今まで質疑と意見討論

を一緒にしていたんですが、それを整理してまず

はテーマと資料についての質疑をする。その後に

行政側と委員間の意見交換をする形に変えました。

それが終わった段階で行政側の説明員には下がっ

ていただいて、休憩の中で論点・争点の整理と確

認をして、それから再開をして今度は委員間で論

点・争点に基づいて討議をして意見をまとめてい

く形に変えました。そういう形で総務教育常任委

員会も経済福祉常任委員会も３回ぐらい委員会を

やりまして、少しずつ委員の方も慣れてきている

と思います。最終的な委員長の意見のまとめもそ

ういう形で進めることによって、まとめやすくな

ったという状況でございます。 

 今回、１１月１日に議会だよりを発行したんで

すが、表紙の裏側の２ページ目に「政策を提言す

る議会へ」ということで両常任委員会の調査項目

を載せました。総務教育常任委員会については福

島商業高等学校の存続の関係、それから定住促進

対策と人材育成・人材確保対策ということの中で

先ほど説明したような委員会の流れの中で、まと
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めて提出しました。この内容について町民と議員

の懇談会のときは、議会側からこの２点について

今の話題ということで説明をした状況でございま

す。 

○諮問会議会長（今河敏行） 石堂事務局長。 

○議会事務局長（石堂一志） まだ、正式な結

果は出ていませんが、前回の皆さんのご意見をお

聞きして、既にやれるところからやっているとい

うことでございます。 

○諮問会議会長（今河敏行） 神原委員。 

○諮問会議委員（神原勝） 論点を整理すると

きは休憩にしてやるんですか。 

○諮問会議会長（今河敏行） 溝部議長。 

○議長（溝部幸基） 項目の整理だけ休憩でや

ります。 

○諮問会議会長（今河敏行） 神原委員。 

○諮問会議委員（神原勝） 項目の整理という

のは文章にしているんですか。 

○諮問会議会長（今河敏行） 溝部議長。 

○議長（溝部幸基） 事務局の方で整理をして、

決めた項目を委員長の方から確認をして、再開し

て討議に入る形にしていました。 

○諮問会議会長（今河敏行） 石堂事務局長。 

○議会事務局長（石堂一志） 現実的には文章

みたいに長くならないです。なるべく短いポイン

トだけで整理しています。ただ、最終的な委員会

報告は１２月会議が初めてになります。 

○諮問会議会長（今河敏行） 溝部議長。 

○議長（溝部幸基） 報告書の中には論点・争

点とはっきり書いて、その項目を箇条書きで書く

ようにしております。 

○諮問会議会長（今河敏行） 委員の意見とし

て、討議が活発になっていないということと、そ

れから手法を検討と。活発になっていない理由は、

手法を直せば活発になるんですか。活発な論点・

争点が出るんだけど、でもそれが結果的に手法の

悪さで上手くいっていないという理由なのか。そ

れとも論点・争点自体がそもそも出てこないとい

うか、問題意識がないということなのか。その辺

はどうなんでしょうか。 

○諮問会議会長（今河敏行） 石堂事務局長。 

○議会事務局長（石堂一志） 委員の意見につ

いては、④改善策等を全体的にまとめたのが⑤委

員の意見になります。それで、質疑というのは何

かの議案に対して議員さんが提案者の町側に対し

て質疑をする。それは討議ではなくて、あくまで

も質疑であって、それは質疑ももちろん活発な方

が良いんでしょうけれども、質疑は今の段階では

分からないところだとか疑問なところをとりあえ

ず質すだけと。そこが分かったら、次にはそれに

ついて議論をする。それを活発にしていかなけれ

ば駄目だろうと。そこでは論点・争点をきちんと

洗いだしてやらないと、討議が活発で色んな委員

さんから問題点が沢山出てきても整理が出来ませ

んから、ある程度論点・争点を整理して、そのこ

とについて議論を活発にしていくという意味です。

今、委員長が言ったのは、そういうことでは活発

になっていないと。何を議論するのかをどこかの

時点で明らかに整理する。これは神原先生を含め

て皆さんから指摘されたことです。だから、その

ためにはどんな手法を検討すべきかということで、

先に議長が申し上げましたように、とりあえず委

員会で質疑は質疑と。これまではかなり議員さん

の意見が入っていましたので、議員さんも質疑の

段階を過ぎてしまって自分の意見をどんどん出し

て、そこで腹いっぱいになってしまうんです。で

すから次の討議に進まなかったんですけれども、

今やっているのは質疑は質疑だけで終わって、次

には討議の前に説明員と意見交換。今度は説明を

受けるだけではなくて、きちんと対等に意見交換

をやってくださいという時間設定をして、そして

説明員には退席してもらって、それで休憩を取っ

てそこでそれぞれの色んな角度から出た委員さん

方の質疑・意見交換の項目を整理する。それが論

点・争点の整理です。その項目はある程度短く項

目が出ますので、それで再開してその項目につい

て委員さん同士で深く討議していってもらうやり

方に変えている。やれるものはどんどんやってい

くという考え方ですので、既に３回、４回ほど委

員会でやっています。今のところは良い感触です。 
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○諮問会議会長（今河敏行） 神原委員。 

○諮問会議委員（神原勝） 委員の意見のとこ

ろで文章を補ったらどうかなと思ったのは、どこ

の議会も討議が活発になっていないという意味は

委員長がおっしゃられたと思うんですが、ちょっ

と曖昧なので「質疑止まりで活発になっていな

い」ということではないかと思うんです。行政に

対して質問だけしかしていないのではないかと。

その次に議会として何を議論するのかと「議会と

して」とそこに入れたら良いのではないかと思う

んです。 

○諮問会議会長（今河敏行） よろしいですか。 

（「よい」という声あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） それでは、第３

条の通年議会の方に移ります。 

 ②現状・課題で、町長の専決処分事項は条例で

規定している４項目としている。これが追加され

ました。 

吉田委員。 

○諮問会議委員（吉田善男） ４項目というの

は、町長の専決処分事項に関する条例があるが、

これに基づいてやっているということでしょう。

この中に議会の決議権に対するものというのは入

っていないわけです。町長はこのことについては

きちんと専決事項としてやりなさいよという解釈

でよろしいんですか。 

○諮問会議会長（今河敏行） 溝部議長。 

○議長（溝部幸基） そのとおりです。その４

項目のことを言っているんです。 

○諮問会議会長（今河敏行） それでは、第４

条に移ります。 

 委員の意見としては特になしとございますが、

何かございますか。 

（「なし」という声あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） では、第５条に

移ります。 

 第５条の議会の活動原則の委員の意見として、

「議会と住民は双方向でのコミュニケーションが

大事です。報告会は一方的になり、住民の参加的

要素が薄くなるので、パイプを太くすることが大

事なのではないか」という委員の意見でございま

す。 

吉田委員。 

○諮問会議委員（吉田善男） 相当難しいと思

うんですけど、僕が見る限り町民と接する機会が

本当に無いような感じがします。例えばこういう

条例の中に、議会議員の活動で活発にと書いてい

るけど、結局どこと接触しているかというのは明

らかな点が出てこない。誰かと接触しているんだ

とは思うんだけれども、それが例えば総務教育常

任委員会、あるいは議会運営委員会の中でもこう

やってやろうという討議はしているんです。だか

ら、僕から見ると一体議会活動として町民との接

触をしてパイプを太くすることはそういうことな

んだろうと思いますけど、それは現実にどういう

幅でやっているのか。議会議員の中で討議したこ

とはあるんでしょうか。どうやったら町民に分か

りやすくとか、実際の１１人が団結した中でやっ

た機会はあるんでしょうか。 

○諮問会議会長（今河敏行） 石堂事務局長。 

○議会事務局長（石堂一志） 第５条なんです

が、意見の根っこが①条文内容を見ていただきま

すと分かりますように、アンダーラインを引いて

いる部分で町民参加を推進する議会ということで、

吉田委員が言ったような委員会活動もありますし、

別には報告会と懇談会もあるんでしょうけれども、

町民参加を推進する議会について意見を出してい

るということです。ですから、色んな分野で関連

してくるんですけれども、委員会活動の委員会と

して町民なり色んな団体組織と懇談を持ったり、

それは現実的にはやっていることです。あとは回

数が云々ということですけど、ここではその辺を

含めて委員の意見としては記載のとおり、双方向

でのコミュニケーションが大事というところで、

もっとパイプを太くするということはもっと色ん

な形でやっていきなさいという意見をまとめたと

いうことです。ここの部分はこれから出てくると

ころで色々と関連して出てきます。 

○諮問会議会長（今河敏行） 溝部議長。 

○議長（溝部幸基） 全条文について、まずは
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議会の方も検討して現状・課題を示して、そのう

えで④の部分が今の時点で議運を含めて検討した

改善策ということです。そのうちに町民参加を推

進するため、広報広聴常任委員会の定期的な開催

と議会報告会や懇談会の内容充実に向けた検討も

同時に行うと。この改善の部分に先ほど言いまし

た１１月４日と７日に、今までと形を変えて小さ

く車座の形の中で町内会ごとの懇談会を実施して

いる状況があるということです。 

 もう１点は、今映像配信をインターネットでし

ているんですけれども、きちんとは分からないん

ですが大体２０件ぐらいがアクセスすると画像が

見えづらくなるという状況です。音声ははっきり

出るんですけれども、それを含めて平成２６年度

か平成２７年度にということでは考えているんで

すけれども、光ケーブルの形で計画しています。

そうなりますと、今のような画像が見えないとい

うことは無くなるということで、議会の方も光ケ

ーブルについて出来るだけ早く対忚をするように

町の方には働き掛けをしているということでござ

います。 

○諮問会議会長（今河敏行） 分かりました。 

 以上、第５条は終わりまして、第６条の議員の

活動原則にまいります。 

 ⑤委員の意見は、事業評価は所管調査等の関係

とリンクしているのか。事業計画はきちんと将来

展望を予測した手法になっているのか。これが委

員の意見でございます。 

吉田委員。 

○諮問会議委員（吉田善男） これは１１月４

日と７日にやりましたよね。あれで６人とかが集

まって僕も出させてもらって考え方を話させても

らいましたけど、結果的にこういう事業評価は所

管調査等の関係とリンクしているのかと言うとい

うことは、こういうことが少ないからこれからど

んどんやりましょうという意味の文章になるわけ

ですよね。 

○諮問会議会長（今河敏行） 溝部議長。 

○議長（溝部幸基） ⑤は委員の意見です。議

員側の意見ではないですから、皆さんの前回やり

ました１０月１日にやったときの意見をまとめた

のがこの状況です。 

○諮問会議会長（今河敏行） 吉田委員。 

○諮問会議委員（吉田善男） だから、そのこ

とについてどういう意見が出たかを聞きたかった

わけです。 

○諮問会議会長（今河敏行） 石堂事務局長。 

○議会事務局長（石堂一志） ４日と７日にや

った懇談会の内容は、この段階ではお話はしない

方が良いと思います。 

○諮問会議会長（今河敏行） 溝部議長。 

○議長（溝部幸基） 先般の４日と７日の町民

と議員との懇談会の部分では、私の参加した部分

では事務事業評価の関係の質問はなかったと思っ

ています。議会だよりの後ろの方には所管に分け

て、この部分ではリンクしているのかは所管に分

けて所管の内容の事務事業についてはそれぞれ評

価をしています。 

○諮問会議会長（今河敏行） 第６条が終わり

まして、第７条の町民参加・町民との協働です。

これは私ども委員が色々検討しましたが、⑤委員

の意見は特になしという形で結果が出ました。何

かこれに付け足すことがありましたらお聞きしま

す。 

（「なし」という声あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） 第８条に移りま

す。 

 第８条の町長等と議会・議員の関係で、⑤委員

の意見としましては、１つ目が一般質問の答弁が

変わるのは問題で、質問を真正面から受けていな

いのではないか。２つ目が町長の答弁は質問者に

対するものか、議会なのかいつも悩む。議員間で

質問を調整することを考えてはどうなのか。個人

で質問を考えるのは限界がある。行政と違うのは

目の付けどころが違うことにあるので、着眼点を

膨らませる努力が必要ではないかという意見でご

ざいます。 

 佐藤議員。 

○議会運営委員長（佐藤卓也） この意見は納

得できる意見なので、良いと思います。 
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○諮問会議会長（今河敏行） 平野副議長。 

○副議長（平野隆雄） 議員の一般質問に対す

る答弁が２問目、３問目になってくると変わって

いくようなことが多々あるんです。こちらは１人

で質問をしているものだから、変えられているの

がなかなか分からないということで、質問が終わ

ってしまっていることも多々あるんです。委員の

意見は良いところを捉えていると思います。 

○諮問会議会長（今河敏行） 要田委員。 

○諮問会議委員（要田東） ある意味はぐらか

されているということですよね。質問力を高めな

ければならない。 

○諮問会議会長（今河敏行） 平野副議長。 

○副議長（平野隆雄） 横にいて色々な資料を

出してくれる人がいれば良いんだろうけどね。物

足りないという町民の方もいるようです。 

○諮問会議会長（今河敏行） 今のところの委

員の意見を読ませてもらいます。 

 一般質問の答弁が変わるのは問題で、質問を真

正面から受けとめていないのではないかにしてく

ださい。 

 第９条の町長による政策形成過程等の説明にま

いります。 

 委員の意見は特になしという形でございます。

追加事項がありましたらお願いします。 

（「なし」という声あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） それでは、第１

０条にまいります。 

 第１０条の予算・決算における政策説明資料の

作成です。 

 委員の意見におきましては、別紙の２は、経費

の積算根拠や職員人件費も含めて総額を記載すべ

きではないかという意見です。 

○諮問会議会長（今河敏行） 溝部議長。 

○議長（溝部幸基） 委員の意見の、別紙の２

はというのはタイトルを書いた方が良いのではな

いか。 

○諮問会議会長（今河敏行） 石堂事務局長。 

○議会事務局長（石堂一志） これを具体的な

名称にします。 

○諮問会議会長（今河敏行） よろしいですか。 

（「よい」という声あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） では、第１１条

の議決事件の拡大です。委員の意見は特になしと

いうことです。 

 よろしいですか。 

（「よい」という声あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） 第１２条の文書

質問です。委員の意見は特になしということでご

ざいます。 

 よろしいですか。 

（「よい」という声あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） それでは、第１

３条の適正な議会費の確立です。委員の意見にお

きましては、議員定数と議員歳費は決定している。

後は、事務局職員の人件費が大半を占めると思う

が、標準率でカバーできるのか疑問がある。事務

局職員を何人にするかはっきりした方が良いので

はないかという意見でございます。 

○諮問会議会長（今河敏行） 吉田委員。 

○諮問会議委員（吉田善男） この問題はこの

間の懇談会の中でも話をしたんだけど、職員が大

体１０年で１０５人から２８人減っているんです。

そういう統計を見ると、僕の考えとしては役場は

相当努力している感じがするわけです。そういう

ものを比較すると、実際に正職員３人と臨時職員

１人で事務局運営をしているわけです。町長は町

長なりの考え方で職員を減らして対忚している。

職員も大変だと思います。そうでなければ将来の

見通しも立たないだろうし、そういうことでやっ

ていると思いますので、ここに書いていることを

僕なりの解釈をすると、これは議員さんが出した

ということだから、そうすると事務局としてはど

うなんですか。結果的に今の人数ではとても事務

局の仕事は出来ませんとなるわけですか。 

○諮問会議会長（今河敏行） 石堂事務局長。 

○議会事務局長（石堂一志） 問題はこの辺の

意見にとどめた方が良いのか。先ほど議長が話し

たように具体的に示せれば一番良いんでしょうけ

れども、要は現状・課題が議会費全体の標準率の
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確立には至っていない。議会費全体というのは議

員の数と歳費の問題。そして、事務局職員の経費

がほとんどです。ですから、皆さんにはこれまで

定数と歳費については色々議論して、歳費は福島

方式である程度標準率を出してもらっています。

あとは事務局の問題は議論しなくてよろしいです

か、何か標準率みたいな部分できちんと示すべき

ではないでしょうかということで至っていないと

いうことです。 

○諮問会議会長（今河敏行） 神原委員。 

○諮問会議委員（神原勝） これは文章表現と

して今おっしゃられたような意味にこの４行で理

解されるかどうかの問題はあると思います。なか

なかそういう風には読めなかったので。 

○諮問会議会長（今河敏行） 溝部議長。 

○議長（溝部幸基） １行目の後段から２行目

に掛けての部分では、議会の経費となると当然担

当している職員の人件費も含めると思います。そ

うした場合に、全体の議会費に対する人件費のウ

エイトが大きくなるので、そこで率を云々よりは、

はっきり事務局職員の人数を局長、総括主査、主

事、臨時職員は別としてもそういう形にしたら良

いのではないですかと。これも委員の皆さんの意

見を事務局で整理してまとめたものなんです。た

だ、人件費に関しては実態の予算・決算含めた計

上の処理は町全体で議会、農業委員会、教育委員

会も含めて人件費は１つにまとめているんです。

ですから、予算で出てくる議会費については職員

の人件費が入っていない状況でやっているんです。

それは経理上の関係でもう１０年近くになるんで

すが、そういう形で処理をしています。 

ただ、議会の関係の統計を含めて全国的にやる

場合でも、比較は職員の人件費を入れて対忚する

ことは当たり前のことなんです。できれば、私の

考えとしてもはっきり人数を議会の方については

張り付けをしてとなれば一番良いと思っています。

特に、大変財政が厳しくなって職員の定数問題、

来年度以降の機構再編等の問題も出てきますので、

その辺はきちんと出来れば一番良いんでしょうけ

れども、そこは議論しなければならないと思って

おります。 

○諮問会議会長（今河敏行） 要田委員。 

○諮問会議委員（要田東） そうすると、１行

目の部分は現状をきちんと捉えていないというこ

とでしょうか。 

○諮問会議会長（今河敏行） 前田総括主査。 

○議会グループ総括主査（前田勝広） 第１３

条の①条文内容を読んでほしいんですけれども、

町長と協議して一定の標準率などにより適正な議

会活動費の確立をしますということが基本条例の

条文にあります。ですから、議会としてはこれを

きちんと何かしらの方法で町長と協議して適正な

議会費の標準率を決める努力をしなければならな

いことがあります。ですから、現状ではまだそこ

まで至っていない。議員定数と議員歳費の部分は

決まっています。ただ、議会活動費というと我々

職員の人件費も当然総額に入ってくる。そうした

ら我々の人件費も含めた形の一定の標準率をこれ

からどのような形で出していけば良いのでしょう

かというのが前回議論になって、文章的には足ら

ずなところもあるんですけれども、定数と歳費は

決定しているんだけれども、あと一番大きいのは

職員の人件費だと思うと。だから、その部分を考

えたときに果たして標準率で理論的にどのような

形で示せるのか疑問があると。だから、結果的に

は単純に福島町議会事務局の職員は３人、２人と

した方がはっきりするのではないでしょうかとい

うのが前回の諮問委員の意見でしたから、それは

そのままで受けて、後は議会の方でどうしていく

かはこれから更に検討していく形になると思いま

すので、この場でどれが一番良いかというのはな

かなか言えない話だと思います。 

○諮問会議会長（今河敏行） 溝部議長。 

○議長（溝部幸基） 標準率の中で職員の人件

費を入れるかも検討しなければならないと思うん

です。職員が経験年数が多いとどうしても給与が

高くなります。そのことで率自体が変動する。ど

こかで率を抑えることになると比較対象には向い

ていないのではないか。職員の人件費を除いた部

分の中で標準率を考えるとすれば、そういう風に
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しないと人事異動で報酬が高い人が入った場合と

低い人が入った場合とで全然変わってきますから

変動が結構大きくなります。そういうことをこの

部分で書いているのではないかと思います。 

○諮問会議会長（今河敏行） 神原委員。 

○諮問会議委員（神原勝） つまり何を含めて

標準率の計算をするか。含める中身自体について

も問題が出てくるわけだから、標準率に何を含め

るのか。標準率という考え方自体の整理をこれか

ら先しないと、標準率と言っているようで何かは

っきりしないとなると思うんです。 

○諮問会議会長（今河敏行） 溝部議長。 

○議長（溝部幸基） 職員の部分は町長部局と

一緒に人件費としているので、予算・決算で出て

くる議会費というのは職員の人件費に入っていな

いです。ですから、条文で考えている標準率の部

分はそういうことの内容だと解釈した方が分かり

やすいです。 

○諮問会議会長（今河敏行） 前田総括主査。 

○議会グループ総括主査（前田勝広） 北海道

とか全国の調査では毎年７月に議員の報酬、それ

から私達議会事務局の職員、色んな議会で掛かる

物品費を全部足したものと、その年の当初予算と

の比率は全部の団体が出ているんです。ですから、

大体福島町であれば１．８パーセントとか１．９

パーセントとか、高いときは２パーセントでいく

ときもありますけれども、全国で当初予算と比較

したものは率としては出ているんです。だから、

議会基本条例を作った段階ではおそらくそういう

率もあるので、何とかそういう率で一定のカバー

が出来るかもしれないという形で条例を作ってい

た部分もありますので、今神原先生の方からもあ

りましたけれども、これから意見をもらった後で

果たして標準率でどこまでを含めて何を含めない

方が良いのか。若しくは最終的にはこういう標準

率は無理という結論に至るかもしれません。です

から、この部分についてはまた後ほど協議します

けれども、議長の方としては平成２４年度の諮問

会議の諮問事項にこの部分を議題として上げて、

諮問会議の皆さんに更に内容を精査していただく

予定になっておりますので、この第１３条の関係

では今の時点ではこういうような委員の意見をい

ただければ、議会としては良いのかなと思ってい

ます。 

○諮問会議会長（今河敏行） 平野副議長。 

○副議長（平野隆雄） うちの事務局は監査委

員事務局もやっていますので、やっていない町村

議会もあると思うので、その辺は違う部分がある

と思います。 

○諮問会議会長（今河敏行） 溝部議長。 

○議長（溝部幸基） 今の部分も含めて総括の

方から言ったように、平成２４年度の段階で検討

したいということです。私自身の考え方は先ほど

言ったように、局長を含めた職員の人事で変動す

る可能性が非常に大きいわけですから、そこは別

にした形の中での標準率で位置づけしていく。他

所はどうか分からないですけれども、福島町とし

ての標準率というものを対忚するとすれば、そう

いう形の検討をした方が良いのかなと今の時点で

は思っています。 

○諮問会議会長（今河敏行） 分かりました。 

 今年度は委員の意見をそのまま改めて来年度の

標準率をきちんと決めた形で検討事項として持っ

ていきたいと思います。 

 第１４条の議員定数・歳費です。これは私ども

が標準率をきちんと作りましたので、よろしいで

すか。 

（「よい」という声あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） 暫時休憩いたし

ます。 

―――――――――――――――― 

（休憩 １５時５２分） 

（再開 １６時０２分） 

―――――――――――――――― 

○諮問会議会長（今河敏行） 休憩前に引き続

き会議を再開いたします。 

 第１５条の議員研修の充実強化です。委員の意

見は特になしでございます。 

 よろしいですか。 

（「よい」という声あり） 
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○諮問会議会長（今河敏行） 第１６条の政務

調査費です。委員の意見としましては、全体の政

務調査費予算の中で相互に使用できるようにルー

ル変更を検討してはどうか。成果を積極的にＰＲ

することが最も大事であるという意見でございま

す。 

 よろしいですか。 

（「よい」という声あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） 第１７条の議会

白書、議会・議員の評価です。意見は特になしで

ございます。線が引いてあるのは削除でございま

す。 

 よろしいですか。 

（「よい」という声あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） 第１８条の議

長・副議長志願者の所信表明です。意見としては

特になしです。 

よろしいですか。 

（「よい」という声あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） 第１９条の議会

広報の充実です。委員の意見は、携帯電話を活用

したメールマガジンを実現してほしいという意見

でございます。 

 佐藤議員。 

○議会運営委員長（佐藤卓也） 議会広報の流

れとしては携帯電話を使うとか、そういったもの

は良いと思います。 

○諮問会議会長（今河敏行） 平野副議長。 

○副議長（平野隆雄） 変更のサイクルが速い

もので、これはずっとこの状態でいいのか、光回

線が来たらどうなるのか。それは今ここでという

のはどうなのかなと思います。 

○諮問会議会長（今河敏行） 石堂事務局長。 

○議会事務局長（石堂一志） これは要望と整

理させていただきます。このメールマガジンは受

ける方が利用料金を取られるんです。パソコン同

士はメールのやり取りをしても一定の毎月の経費

の中で大丈夫なんですが、メールマガジンについ

てはほとんどの携帯会社が携帯とパソコンのメー

ルは利用料が発生することがあります。これは携

帯電話だけということですが、私どもは携帯電話

だけではなくてスマートフォンだとか出ています

ので、その辺も十分理解したうえで情報提供して

いきたいという考えは持っています。一忚要望と

して捉えさせていただきたいと思います。 

○諮問会議会長（今河敏行） よろしいですか。 

（「よい」という声あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） 第２０条の附属

機関の設置です。意見は特にございません。 

 よろしいですか。 

（「よい」という声あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） 第２１条の議会

事務局の体制整備です。意見は特になしです。 

先ほど第１３条のところで適正な議会費という

ことでやりましたので、よろしいですか。 

（「よい」という声あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） 第２２条の議会

図書室の充実、公開です。意見は特になしでござ

います。 

 よろしいですか。 

（「よい」という声あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） 第７章の会議の

運営にまいります。 

 第２３条の自由討議による合意形成です。意見

は特になしでございます。 

 神原委員。 

○諮問会議委員（神原勝） これは特になしと

書いてありますけれども、第２条とも関連する。

第２条、第６条、第２３条を相互の関連も検討す

るとしておいた方が良いのではないですか。すご

く中身が関連するから。それは、第２条と第６条

のところにも相互の関連を重視しながら考えるべ

きだと入れたら良いと思います。 

○諮問会議会長（今河敏行） よろしいですか。 

（「よい」という声あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） そのようにした

いと思います。 

 続きまして、第２４条の委員会の活動です。意

見は特になしでございます。 

石堂事務局長。 
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○議会事務局長（石堂一志） ここも合意形成

ですから、これも第２３条と同じ全部の関連です

ね。     

○諮問会議会長（今河敏行） よろしいですか。 

（「よい」という声あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） 第２５条の開か

れた活動的な議会の推進です。 

 これも同じでよろしいですか。 

（「よい」という声あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） １３ページの条

例の位置付けと見直し手続きです。 

 第２６条の最高規範性です。意見としましては、

まちづくり基本条例との関係で「最高規範」の表

現に矛盾はないのか。両基本条例の見直し・改正

に当たっては注意しておく必要があるのではない

かという意見でございます。 

神原委員。 

○諮問会議委員（神原勝） 書いていることは

これで良いと思うんですけれども、これに関連し

て言えば、自治基本条例と議会基本条例を同時に

持つ自治体が増えてきているわけです。増えてく

るにつれて２つの関係が両方とも最高規範と書い

てあって、最高規範が沢山あっていいのかという

議論が起こっているんです。それで、基本的に議

会基本条例は自治基本条例の関連の条例。自治基

本条例が最高規範で、それの関連条例として議会

基本条例があるし、その他の条例もあるわけで、

そういう位置づけになるのではないか。だから、

その条例の名称だとか最高規範という表現は両方

とも同じ意味で最高規範となると、最高規範が２

つもあるのはおかしいということになる。自治基

本条例が最高規範であることは良いんだけれども、

議会基本条例の方をどう位置づけるかとなったと

きは、そこは考え方を整理しておく必要があるの

ではないかと思います。場合によっては基本条例

とか最高規範という言葉を議会基本条例から取る

こともあるかもしれないし、それを取ったからと

言って別に不都合が生じることもないと思う。今

までの形態からいってそれでやっているんだから、

あえてそれを取る必要もないのではないかと。そ

れはそれでも良いのではないか。どうしてもこう

しなければいけないという性質のものではないの

ではないかと思うという、言わば曖昧な返事を私

自身もしているんです。この前もここで議論をし

たように、要するに議会基本条例も最高規範なん

だけれども、議会の運営に関する最高規範という

ことで、言わば議会という一つの限定した領域の

中での最高規範となっているわけだから、それは

それで良いのではないかという考え方。 

○諮問会議会長（今河敏行） 石堂事務局長。 

○議会事務局長（石堂一志） 今、神原先生に

解説していただきましたけれども、資料で出して

います第２６条の①条文内容はあくまでも抜粋し

ておりまして、記載していないところを読み上げ

ますと、第２６条は議会の最高規範。ここで言え

ば神原先生が説明されていたように、議会の運営

に関するという部分は省略した形になっているん

です。私どもの受け止め方です。ですから、前段

この条例は議会の最高規範であって、この条例に

違反する条例規則規定等を制定してはならないと

いう記述です。 

○諮問会議会長（今河敏行） 溝部議長。 

○議長（溝部幸基） うちのように議会の最高

規範という書き方の方が多いんですか。 

○諮問会議会長（今河敏行） 神原委員。 

○諮問会議委員（神原勝） それは私にも責任

があるんです。つまり、私は関連条例と位置づけ

ているものだから、自治基本条例に根拠を持って

関連条例は制定されると考えているから、自治基

本条例の中に議会に関する条項があれば、それが

最高規範となる。だから、そういう意味で言えば、

やはり自治基本条例の方が最高規範になるから、

例えばこの議会基本条例は最高規範である自治基

本条例に基づいて制定される議会に関するという

形にしておくのが一番良いのではないかと思うん

です。 

○諮問会議会長（今河敏行） 石堂事務局長。 

○議会事務局長（石堂一志） この辺も来年の

検討課題ということでよろしいですか。 

○諮問会議会長（今河敏行） 神原委員。 
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○諮問会議委員（神原勝） ただ、あちこちで

聞かれるから私はごまかして、今それを変えたか

らといって特段どうこうということもないだろう

と。議会基本条例の方が先に作っているような場

合は、まだその段階ではまちづくり基本条例とか

自治基本条例がない段階で議会基本条例だけがあ

るときは、それはその自治体の自治基本条例だと

思っているから、いわゆる総合的な自治基本条例

が出来る前に議会がそういう意味で作っているも

のは最高規範で良いのではないか。後から出来た

ときに議会基本条例の方をすぐ直さなければなら

ないのかと言うと、そう慌ててやることもないと

いう曖昧なことを言っているんです。 

○諮問会議会長（今河敏行） 前田総括主査。 

○議会グループ総括主査（前田勝広） 今の神

原先生の話は前回のときも出まして、うちの方の

まちづくり基本条例の第３１条がいわゆる議会基

本条例で言うところの最高規範性にあたるところ

なんですけれども、そこの部分のタイトルがこの

条例の位置づけというタイトルなんです。解説の

中では、町が定める他の条例の上位の条例という

位置づけです。議会基本条例を作った段階では、

当然議会もまちづくり基本条例の下に位置する条

例ということで意識して作っているんです。ただ、

項目としては最高規範性ということで出ています

ので、そこで町とその辺の整合性がないというこ

ともあります。 

それから、第３１条第２項では、町は他の条例

規則等の制定改廃にあたっては、この条例の趣旨

を最大限に尊重しますということで、基本的には

まちづくり基本条例の趣旨を踏まえて条例を制定

改廃となってきますので、今こういう形で意見を

もらえれば、これから議会の方でまちづくり基本

条例には最高規範性という言葉は出てきませんの

で、それとの整合性でこの辺の議会基本条例の見

直しをするべきか、このままが良いのかという議

論をこれから深まっていくと思いますので、現段

階ではこういう意見をもらえれば議会の方とも検

討が進むと思います。 

○諮問会議会長（今河敏行） 吉田委員。 

○諮問会議委員（吉田善男） 福島町としては、

最高規範がまちづくり基本条例という趣旨で出来

上がっているんです。だから、この条例は福島町

議会の最高規範であってと銘打ったら、一発で済

む気がしているわけです。福島町議会の最高規範

条例ですという文章にしてしまえば良い。 

○諮問会議会長（今河敏行） 溝部議長。 

○議長（溝部幸基） 本文は、議会の最高規範

と書いているんです。 

○諮問会議会長（今河敏行） 石堂事務局長。 

○議会事務局長（石堂一志） その辺も委員さ

んの意見をこういう形で貰いましたので、１回こ

れを議会に受けさせてください。それで、議会の

方で検討させていただいて、もしかすると来年の

諮問会議で変えるかもしれません。 

○諮問会議会長（今河敏行） 神原委員。 

○諮問会議委員（神原勝） もう１つそのこと

について言っておけば、やはり色んな条例とかを

最高規範にするか、どの言葉を使うかは別にして

も、つまり上下関係だけで上か下かよりも、むし

ろ上下説で考えないで、私の言葉で言えば調整説

なんだけれども、矛盾する状態で色んなものが存

在していたのでは困るし、自治体を運営する、議

会を運営するというのは、運営するにあたって色

んなルールが沢山あるわけだから、それが矛盾し

ない形できちんと調整されていなければならない。

だから、調整をするのに基本になるものが基本条

例だと考えるから、上下の関係ではなくて、全体

を矛盾なくまとまりのあるものにするための調整

の軸になるものが基本条例であり、最高規範だと

考えているんです。条例というと必ず法律学者と

の中で、条例間に上下があってはいけないという

のが今の行政法の基本的な理解だという話になっ

てしまうわけです。だから、最高規範と書いてあ

る自治基本条例であっても、それを最高規範と書

くのはおかしいと行政法学のかなりの部分の人達

がそういう意見を持っているわけです。議会基本

条例と矛盾するという問題ではなくて、例えば個

人情報保護条例と自治基本条例で、これは全く条

例としては対等なので自治基本条例が上だという
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のは理論的におかしいと言うのが行政法学者です。

私どもはそれに対してそんな馬鹿なことはないと。

上下関係で捉えるからそうなるのであって、自治

体の１つのシステムとしてきちんと体系だったも

のにするためには、ＡとＢが矛盾し合うものであ

ってはいけないわけだから、ただ並列に横に並ん

でいるだけではなくて、立体的な構造にするため

には基本になるものが必要でそれが自治基本条例、

議会に関しては議会基本条例でしょうという説明

をしてきているわけです。だから、上下だけでや

ると行政法学者の術中にはまって、何も解決しな

いで問題が複雑になっていくだけだから、いかに

調整という概念で矛盾なく１つの体系を作り上げ

ていくかの基本になるものが基本条例で、それを

最高規範と呼んでいるということを頭に入れてお

いていただきたいです。 

○諮問会議会長（今河敏行） この項は議会に

検討として持ち込みたいと思います。 

 第２７条の議会・議員の責務です。委員の意見

としては特にございません。 

 よろしいですか。 

（「よい」という声あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） それでは、第２

８条の見直し手続きです。意見は特にございませ

ん。 

 よろしいですか。 

（「よい」という声あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） 第２９条の条例

のつくりです。意見は特にございません。 

 よろしいですか。 

（「よい」という声あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） 第２９条までの

検討は終了させていただきます。 

 それでは、次に１５ページの取り組み状況のま

とめの整理をお願いします。 

 最初に①分かりやすく町民が参加する議会です。 

内容を読み上げます。 

 住民と議会がお互いに向き合って、双方向性を

確立するということが最大の課題ではないのか。

議会からきちんと報告する、住民からは参加をす

るということを具体的な仕組みにして動かしてい

くことが大事ではないのか。 

 今読み上げたところは私ども諮問委員のまとめ

た内容です。これについて付け足しがございまし

たら、受けたいと思います。 

（「なし」という声あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） ないようですの

で、②しっかりと討議する議会です。 

 議員同士がお互いに討議をする方法をきちんと

確立をして実行するということに尽きるのではな

いか。毎日顔を合わせて、お互いの討議がきちん

と出来ないと言うことはやっぱりおかしいのでは

ないか。何故、できないかと言うと何かをまとめ

るということをしないからではないのか。何かを

ヒントに一行でも良いから議論の結果を必ず整理

して文書としてまとめるという習慣を持てば、お

のずから討議が成立するのではないか。 

 諮問委員のまとめとしての意見です。 

 平野副議長。 

○副議長（平野隆雄） 冒頭議長のあいさつの

中でもありましたけれども、質疑、意見交換、論

点・争点、そして取りまとめということを最近委

員会を含めてやっています。この文章を見ていま

したけれども、要するに習慣にすることによって、

さほど難しくなく進んでいっています。あとは若

干その議員によっては私も含めてまだ慣れていな

い部分があるので、方向性としてはその方向に間

違いなく進んでいっています。だから、もう少し

時間が掛かるだろうけれども、各議員がそういう

方向で進んでいくのではないか思われます。 

○諮問会議会長（今河敏行） 佐藤議員。 

○議会運営委員長（佐藤卓也） 平野副議長が

言ったように、今は新しいシステムでスムーズに

動いています。ただ、実際討議する場合は横同士

で顔が見えない形で意見をぶつけ合うので、そこ

が個人的にやりにくい。 

○諮問会議会長（今河敏行） 神原委員。 

○諮問会議委員（神原勝） 成立させる物理的

な環境を作るというのが円卓化にするかどうかと

いうことなんです。だから、議会討議の円卓化は
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そのことを言っているわけですけれども、まるか

ったらそういう問題は起こらないわけです。 

○諮問会議会長（今河敏行） 平野副議長。 

○副議長（平野隆雄） 委員会室は割に四角く

てもそういう形にはなる。ただ、議場の場合はま

だなかなかそうはいかない。 

○諮問会議会長（今河敏行） 溝部議長。 

○議長（溝部幸基） 議場は２列になりますか

ら、後ろから言われるような感じです。 

○諮問会議会長（今河敏行） 神原委員。 

○諮問会議委員（神原勝） 本当は議場を造り

替えられると良いんだけれども、どこも同じ格好

になっている。 

○諮問会議会長（今河敏行） 石堂事務局長。 

○議会事務局長（石堂一志） 形もそうですけ

ど、内容は間違いなく必要という委員さんの感想

ということです。 

○諮問会議会長（今河敏行） 要田委員。 

○諮問会議委員（要田東） ２番目の文章で、

「やっぱりおかしいのではないか」はちょっと言

い過ぎかなと思います。「理解し難い」ぐらいに

してはどうかなと思います。 

○諮問会議会長（今河敏行） 吉田委員。 

○諮問会議委員（吉田善男） これは良い言葉

だなと思うのは、２番目の「委員同士がお互いに

討議をする方法をきちんと確立をして実行すると

いうことに尽きるのではないか」と。傍聴をして

いつもそう思うんです。それがきちんと討議され

ていれば、もう少し議会はまとまっていると思う

んです。全部バラバラなような気がしてしょうが

ない。 

○諮問会議会長（今河敏行） 石堂事務局長。 

○議会事務局長（石堂一志） こういう文章で

間違いないということでよろしいですね。 

○諮問会議会長（今河敏行） それでは、③町

民が実感できる政策を提言する議会です。 

 町の自治体の政策が総合計画を軸にきちんと実

効性のある政策システムになっているかどうかと

いうことに尽きるのではないか。確立していれば

議会もそこを主戦場にした政策活動ができます。

計画に載っている良いものは実行する、だめなも

のは修正をする、いらないものは止める、無いも

のは新しく付け加えるということで具体的な議論

になります。これは議会だけの努力ではできない

ので、町として計画手法をきちんと確立して、そ

れを主軸にした運営をする体制が町にあるかどう

かです。これがなければ議会から積極的にそのよ

うな体制づくりを提案していくということが必要

ではないのかという意見でございます。 

要田委員。 

○諮問会議委員（要田東） 「無いもの」を

「必要なもの」に変えた方が良い。 

○諮問会議会長（今河敏行） ありがとうござ

います。 

 それでは、次に（２）答申案について事務局か

ら説明お願いいたします。 

（事務局より説明あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） 以上、事務局の

方から内容の説明が終わりました。 

 本日の会議でまとめた内容を整理しまして、答

申案第３号として１１月１７日に溝部議長の方に

提出を予定しております。 

 よろしいですか。 

（「よい」という声あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） それでは、３の

その他について事務局から説明お願いいたします。 

（事務局より説明あり） 

○諮問会議会長（今河敏行） 以上で、協議は

全て終了いたしました。 

溝部議長。 

○議長（溝部幸基） 今日で任期の最後の諮問

会議ということで、大変ご苦労様でございました。 

 特に、この任期の中で私自身も議員を辞めて、

平野副議長に託すという状況もございまして、そ

の部分については色々と皆さんにもご心配やら、

ご迷惑を掛けたのではないかということを改めて

お詫びを申し上げたいと思っております。 

 今日、指摘された部分を含めて、前段のあいさ

つでも申し上げましたように、積極的に指摘され

た部分、あるいは気が付いた部分についてはどん
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どん改革をしながら前に進めていきたいと思って

います。 

 先ほどお話をするのを忘れたんですが、指摘事

項の部分で町民が実感できる政策を提言する議会

の部分では、確か前回もお話をしたと思うんです

が、多分総合計画条例に向けてのお話の指摘だと

思っておりますので、そこもしっかりと私も受け

止めて、実現に向けての検討を議会として始めた

いと思っております。 

 町全体の流れも含めて、政策形成の最初の段階

から、あるいは予算編成、そして決算に至る一連

の過程について、議会はその立場、色んな状況に

忚じてきちんと関わっていくことを基本にしなが

ら改革に努めてきていると思います。まだまだそ

の部分も未完成な部分もあります。当然、行政の

方にも指摘してもなかなか変わっていかないとい

う部分も含めて、総合計画条例の検討をしていく

材料にしながら前向きに進めていきたいと思いま

す。 

 前田総括の方から、来年の公募の部分での対忚

も含めてお話がありましたけれども、出来れば是

非もう一度公募されますことをお願いをして、あ

いさつとさせていただきます。 

 どうも本当にありがとうございました。 

○諮問会議会長（今河敏行） これで本日の協

議は全て終了いたしました。 

 私ども諮問委員の任期は来年の３月３１日まで

でございます。答申案は１１月１７日に溝部議長

の方へお渡しして、私どもの仕事は終了するわけ

でございます。 

 神原先生が熱心に丁寧に優しく教えていただく

地方自治のあり方というものが、素人の私ども４

人におきましては本当に勉強になりました。私ど

も諮問委員が微力ながら福島町を良くするために

頑張っていることを先生に遠くから見ていただく

ことでお返ししたいと思っております。 

 議会事務局の皆さん、議会議員の皆様本当にあ

りがとうございました。 

 ―――――――――――――――――――― 

         （閉会 １６時４５分） 

 

 

 

 

 

 


